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条例等審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和５年７月１１日（火） 

午前 ９時５８分  開 会 

午前１０時５１分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  下 山 光 義   副委員長  佐々木 卓 也 

委  員  小比類巻 孝幸   委  員  遠 藤 泰 子 

委  員  澤 口 正 義   委  員  小比類巻 雅彦 

委  員  馬 場 騎 一   委  員  堤   喜一郎 

 

４．欠席委員   なし 

 

５．説 明 員   副市長 ほか 

 

６．事務局職員   副参事兼次長  冨 田 暁 史   主  査  星   佳奈美 

 

７．案  件   議案第３４号から議案第４３号までの計１０件 

 

８．会議概要 

下山委員長：おはようございます。 

定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

ただいまより、条例等審査特別委員会を開会いたします。 

本委員会には、去る７月７日の本会議において、議案第３４号から議案第４３号までの

計１０件が付託されています。 

議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 

なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

議案第３４号専決処分の承認を求めることについて（三沢市税条例の一部を改正する条

例の制定について）を議題といたします。 

当局の説明をお願いいたします。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第３４号専決処分の承認を求めることについて（三沢市税条例の一部
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を改正する条例の制定について）御説明申し上げます。 

この議案は、地方税法の改正に伴い、三沢市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求めるものであります。 

議案書は７ページから１３ページまでとなります。 

この議案につきましては、主な改正内容、５点について御説明申し上げます。 

改正の１点目は、森林環境税の導入に伴い、個人住民税の規定を改めるものでありま

す。 

２点目は、軽自動車税に係る特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードの区

分を改めるものであります。 

３点目は、新型コロナウイルス感染症に係る先端設備等に係る固定資産税の特別措置を

廃止するものであります。 

４点目は、大規模修繕等が行われたマンション等に対する固定資産税の特別措置を設け

るものであります。 

５点目は、軽自動車税の環境性能割及び種別割を改めるものであります。 

次に、１２ページの附則について御説明いたします。 

附則第１条は施行日を規定するものであります。 

附則第２条から附則第４条までは、この条例による市民税等に関する経過措置について

規定するものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

 佐々木副委員長。 

佐々木副委員長：税条例の一部を改正する条例の主な改正点、変更点ということで説明が

あったのですけれども、その中で一つだけ、森林環境税の導入について、これちょっと詳

細をお知らせ願いたいと思います。 

下山委員長：税務課課長補佐。 

石岡税務課課長補佐：こちらは、森林整備等に関しまして、必要な地方財源を安定的に確

保する観点から、平成３１年度の税制改正において、森林環境税及び森林環境譲与税に関

する法律が制定され、それに基づくものでございます。 

こちらは、住民税の上乗せということで、年額１,０００円を個人住民税の均等割に上

乗せして徴収し、それを全額国庫に一旦納め、それから、国が各都道府県及び市町村に対

して、森林環境譲与税という形で案分し、配分されるものでございます。 

以上でございます。 

下山委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 
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採決します。 

議案第３４号は、原案のとおり承認すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号専決処分の承認を求めることについて（三沢市税条例の一部を改

正する条例の制定について）は、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

次に、議案第３５号、専決処分の承認を求めることについて（三沢市原子力発電施設等

立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て）を議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第３５号専決処分の承認を求めることについて（三沢市原子力発電施

設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて）御説明申し上げます。 

この議案は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の

不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の改正に伴い、三沢市原子力発電

施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 

議案書の１７ページを御覧いただきたいと思います。 

第２条の改正は、原子力発電施設等立地地域における固定資産税の不均一課税の適用期

間を、令和５年３月３１日から、２年延長し、令和７年３月３１日までとするものであり

ます。 

附則につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

 小比類巻委員。 

小比類巻（孝）委員：おはようございます。今日はよろしくお願いします。 

 分からないので、まずは１点教えていただきたいのですが、この、三沢市が持っている

原子力施設立地地域というのは、どの場所にどのくらいの規模あるのか、ちょっと把握し

ていなかったので、そこから教えていただきたいと思います。 

下山委員長：税務課課長補佐。 

中野渡税務課課長補佐：今の御質問にお答えいたします。三沢市内には原発関係の施設と

いうものはございません。あるのは東通村と六ヶ所村ということでその周辺地域というこ

とで三沢市が該当しております。 

下山委員長：小比類巻委員。 

小比類巻（孝）委員：今おっしゃった東通村と六ヶ所村に、三沢市が土地を所有している

という考え方でよろしいですか。 

下山委員長：税務課課長補佐。 
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中野渡税務課課長補佐：この制度なのですけれども、原発がある地域とその周辺地域とい

うことで、ない地域でも隣接しているところ。なので今回この条例関係の該当するところ

が１２市町村ということで、十和田市、三沢市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、お

いらせ町、六戸町、横浜町、東北町まで該当するようなものになっております。 

下山委員長：小比類巻委員。 

小比類巻（孝）委員：すみません。原発が建っている東通村に、三沢市が土地を持ってい

るのかと思っていたのですけれども、そういう、影響が及ぶ周辺地域ということですね。

これ、２年に一遍見直しということで、これからも続けていくということでよろしいで

しょうか。 

下山委員長：税務課課長補佐。 

中野渡税務課課長補佐：こちらは平成１６年からスタートしたもので、今、直近では２年

ずつ更新がなされております。国のほうでまたこの制度を更新するということであれば、

三沢市もそれに従い条例を改正していく予定でございます。 

下山委員長：ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第３５号は、原案のとおり承認すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号専決処分の承認を求めることについて（三沢市原子力発電施設等

立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て）は、原案のとおり、承認すべきものと決しました。 

次に、議案第３６号専決処分の承認を求めることについて（三沢市承認地域経済牽引事

業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条

例の制定について）を議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第３６号専決処分の承認を求めることについて（三沢市承認地域経済

牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正

する条例の制定について）御説明申し上げます。 

この議案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

２６条の地方公共団体等を定める省令の改正に伴い、三沢市承認地域経済牽引事業のため

に設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分いたしましたので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 
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議案書の２１ページを御覧いただきたいと思います。 

第２条の改正は、承認地域経済牽引事業を行う事業者に対する固定資産税の課税免除の

適用期間を、令和５年３月３１日から２年延長し、令和７年３月３１日までとするもので

あります。 

附則につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

 遠藤委員。 

遠藤委員：牽引の事業というものの内容をかいつまんで、何のためにというところと、そ

れからどこにというところを説明お願いします。 

下山委員長：税務課課長補佐。 

中野渡税務課課長補佐：ただいまの御質問にお答えします。 

 この計画は県が定めるものでありまして、地域全体の経済を引っ張っていくような大き

な事業をしていただきたいということが目的であります。そして、そのような事業をする

ような事業者の税金を免除するという形の計画でありまして、県が計画しておりますので

地域としては４０市町村全体でございます。計画に認められるための条件というのがあり

まして、６本ほど県が定めた条件で地域の特性を活用するということで、例えば津軽のほ

うであればリンゴなどの特産品を生かしたアグリの事業とか、あとは豊かな自然を生かし

た環境エネルギー事業だとか、そういう６個の事業に該当することが条件であります。あ

とは、地域の経済を牽引するということで、付加価値が増加分ということで、３,２５１

万円以上の付加価値を増加させるような大きな事業に対して認定をするということになっ

ております。それで、そのような事業をしてくれた事業者に対しての固定資産税を３年間

減免するという制度でございます。 

下山委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：丁寧な説明ありがとうございます。 

 ちなみに三沢はこれまであったのか、また、これから予定としてあるのか教えてくださ

い。 

下山委員長：税務課課長補佐。 

中野渡税務課課長補佐：残念ながら三沢市で該当するような事業はございませんでした。 

下山委員長：ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：それでは、質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第３６号は、原案のとおり承認すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 
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よって、議案第３６号専決処分の承認を求めることについて（三沢市承認地域経済牽引

事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する

条例の制定について）は、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

次に、議案第３７号専決処分の承認を求めることについて（三沢市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について）を議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第３７号専決処分の承認を求めることについて（三沢市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の制定について）御説明申し上げます。 

この議案は、地方税法施行令の改正に伴い、三沢市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしました

ので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 

議案書の２５ページを御覧いただきたいと思います。 

第２条第３項の改正は、後期高齢者支援金等課税額の限度額を２０万円から２２万円に

改めるものであります。 

第２１条の改正は、低所得者に対する所得判定基準額の積算内訳の１人当たり加算額

を、５割軽減の世帯については２８万５,０００円から２９万円に、２割軽減の世帯につ

いては５２万円から５３万５,０００円にそれぞれ引き上げるものであります。 

附則第１項につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

附則第２項につきましては、条例の適用区分について規定しております。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第３７号は、原案のとおり承認すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第３７号専決処分の承認を求めることについて（三沢市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定について）は、原案のとおり承認すべきものと決しまし

た。 

次に、議案第３８号三沢市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第３８号三沢市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ
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いて、御説明申し上げます。 

 この議案は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合等

における国民健康保険税の減免の要件を改めるため、提案するものであります。 

議案書の２８ページを御覧いただきたいと思います。 

附則第１５項の改正は、令和４年度以前の年度分の国民健康保険税であって、令和５年

４月１日以降に納期限が定められているものについて、減免を行うことができるよう、要

件を改めるものであります。 

附則につきましては、施行日を公布の日とし、改正後の条例の規定は令和５年４月１日

から適用するものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

 小比類巻委員。 

小比類巻（雅）委員：収入の減少が見込まれるとはどのぐらいの収入の減少が見込まれた

場合、対象になるのですか。 

下山委員長：国保年金課長。 

海老名国保年金課長：お答えいたします。 

 前年の収入と比べて３０％以上の収入の減少が見込まれると……、過去に令和２年３年

４年と続けているのですが、その頃に制定されたものの期間延長というふうに捉えてござ

います。 

 以上です。 

下山委員長：小比類巻委員。 

小比類巻（雅）委員：３０％以上……、ハードルが高いなと思うのです。１００万円の人

が収入３０万円下がる、例えばそういうことなのでしょ、今の説明からいくと。三沢市民

でどのぐらいの減少する人を見込んでいるのでしょう。 

下山委員長：国保年金課長。 

海老名国保年金課長：お答えいたします。 

 収入といいますか、課税の所得になると思うのですが、原則的には収入が３割、当時の

減免の規定がそうなっておりますので、そういうことで、申請件数につきましては令和２

年度は３５件ございました。令和３年は２５件、令和４年はゼロ件となっております。 

下山委員長：小比類巻委員。 

小比類巻（雅）委員：だんだん少なくなってきたというのは、所得が向上してきているの

に対して今これ、またやるということだと思うのだけれども、続けて、結構国でも給料を

上げて上げてとやっているから、なかなか下がるということはない。今パートなんかも、

時間給もかなり高くなったでしょ。高くなってきているし、何か意味がないような気がす

るのだけれども、それに頼る対象者というかそういう人が出てくれば、またそういう人が

対象になってあれするからいいかもしれないのだけれども、その辺、分かっている……。

これはその人たちに伝えるということを、市のほうからやるの、本人がやるわけ。その辺

はどういうやりくりするのですか。 

下山委員長：国保年金課長。 
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海老名国保年金課長：お答えいたします。 

 こちらは令和４年度以前の年度分の保険税でありまして、それが令和４年度末で徴収期

間が終了したものを延長するということで、これからの分というわけではなくて、例えば

修正申告したとかで、令和４年度以前の課税分について徴収期間が今年度に繰り越した場

合に、徴収できるように、納付できるように、減免できるようにするというような内容の

条例改正になっております。 

下山委員長：小比類巻委員。 

小比類巻（雅）委員：それでは令和５年度の収入が減ったと、そのときはまた翌年度に、

令和６年度に対象になるの。それはならないの。 

下山委員長：国保年金課長。 

海老名国保年金課長：そちらについては今のところなっておりません。令和４年度以前、

コロナ禍の時期のものというふうに認識しております。今後はまだ出ておりません。 

 以上でございます。 

下山委員長：小比類巻委員。 

小比類巻（雅）委員：前年度分の課税ということで、それはそれで分かるのだけれども、

これから、やはり収入が減った人に対して、ちゃんと対応してあげないとかわいそうだな

と思うのでしっかりとその辺、市のほうもまた続けて……。多分まだコロナで影響がある

人たちは結構いると思うのですよ。収入が減って。結構今、会社なんかでも倒産した件数

がやはりコロナが逆に落ち着いたら倒産する会社が出てきたという話をよく聞きますの

で、その辺しっかり市のほうでも対応してもらいたいなと思っています。これは要望で終

わります。 

下山委員長：ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第３８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第３８号三沢市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第３９号三沢市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の減免に関する

条例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第３９号三沢市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の減免に

関する条例の制定について、御説明申し上げます。 
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この議案は、障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等を減免することにより、障が

い者等の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図り、障がい者の福祉を増進するため、

提案するものであります。 

議案書の３０ページを御覧いただきたいと思います。 

第１条はこの条例の目的を規定しております。 

第２条は、障がい者や介護者など、この条例で用いる用語の定義を規定するものであり

ます。 

第３条は、障がい者等が公の施設を利用する場合には、規則で定めるところにより、使

用料等の減免をすることができる旨規定しております。 

第４条は委任について規定しております。附則につきましては、施行日を令和５年１０

月１日とするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

 澤口委員。 

澤口委員：質問ではなくて、条例中の定義、第２条第１項第２号の療育手帳制度、不勉強

で意味がよく分からないので、少し詳細にこの内容を教えていただきたいと思います。 

下山委員長：障害福祉課長。 

石井障害福祉課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

議員のおっしゃる療育手帳制度についてということでよろしかったでしょうか。そちら

は療育手帳、愛護手帳の保持者ということになるのですが、まずその手帳の取得に関して

は、ＩＱが７０未満で発達期に生じている障害の方に対しての手帳になります。 

以上でございます。 

下山委員長：澤口委員。 

澤口委員：ＩＱ７０未満の人が該当ということですね、一言で言うと。そうすると何とい

うか身体的な意味は何もないわけですよね。いわゆるこの内的な、心のというか、そうい

う問題に該当する人ということなのですね。ちなみに、これに該当する三沢市在住の方は

いらっしゃるのでしょうか。 

下山委員長：障害福祉課長。 

石井障害福祉課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

愛護手帳の保持者は、知的障害、そういった方の手帳になります。現在の令和５年５月

末時点で、愛護手帳の所持者に関しては３１３人いらっしゃいます。 

以上でございます。 

澤口委員：ありがとうございました。 

下山委員長：ほかに。 

 遠藤委員。 

遠藤委員：障害者の利用に係る施設の利用料等の減免に対する条例ということで、今、対

象となる公の施設は何か所ありますか。 

下山委員長：障害福祉課長。 

石井障害福祉課長：ただいまの質問にお答えいたします。 
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この条例案と、施行規則のほうは同時進行で検討してまいりました。そういった中で、

件数のほうなのですけれども、まず、スポーツ施設が１５施設、それとスポーツ施設以外

が１０施設の計２５施設になっております。 

以上でございます。 

下山委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：そちらのほうの減免割合についてをお知らせください。 

下山委員長：障害福祉課長。 

石井障害福祉課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

減免割合については、個人対象は全額免除という形で考えております。団体のほうに関

しては、３割から５割減免ということで考えております。まず、個人対象のほうについて

は、市内市外問いません。在住は問いません。団体のほうに関しては、市内の団体のみと

いうふうに限定して考えております。 

以上でございます。 

下山委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：団体の定義なのですけれども、団体というのは、それぞれが手帳を持たなくて

も、そこの関連者というか、申込者が団体であれば、３割から５割の減免対象になるとい

う考えでよろしいですか。 

下山委員長：障害福祉課長。 

石井障害福祉課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

団体に関しましては、障害者当事者への支援団体とか、また、障害児の通所事業所など

もありますので、そちらの団体も減免対象という形にしております。 

以上でございます。 

下山委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ちなみに先ほど療育手帳を持っている人は３１３人ということでしたけれど

も、全体的な対象者数を教えてください。 

下山委員長：障害福祉課長。 

石井障害福祉課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

まず、身体障害者手帳、こちらは５月３１日現在なのですが１,１７６人で、愛護手帳

は先ほどの３１３人、それから精神障害者保健福祉手帳３５０人、計１,８３９人の所持

者がいらっしゃいます。 

以上でございます。 

下山委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：すみません、あと１点だけ。先ほど障害者を支援する団体とか、そういう形で

減免の対象になるということだったのですけれども、そこの対象者となるかならないかと

か、そういう団体の判定に関しては、まず、どういう判定基準というか、例えば、障害

者、車椅子、なんとかかんとかとか、いろいろその団体はあると思うのですけれども、そ

ういうの、名前がつかないけれども、障害者の人たちとかの、何かこう対象となるよう

な、何かイベントをやるとか、そういうような形であれば、対象になるかどうか教えてく

ださい。 
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下山委員長：障害福祉課長。 

石井障害福祉課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

まずは団体の認定なのですが、事前に障害福祉課のほうに申請をしていただくことにな

るのですね。その中でまず、その団体の目的だったりを記入していただいて、そこで、認

定するかどうかの判断をさせていただきます。 

以上でございます。 

下山委員長：ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第３９号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第３９号三沢市障害者等の利用に係る公の施設の使用料等の減免に関する

条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４０号三沢市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第４０号三沢市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御

説明申し上げます。 

この議案は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる場合等

における介護保険料の減免の要件を改めるため提案するものであります。 

議案書の３４ページを御覧いただきたいと思います。 

附則第１２条の改正は、令和４年度以前の年度分の介護保険料であって、令和５年４月

１日以降に納期限が定められているものについて、減免を行うことができるよう、要件を

改めるものであります。 

附則につきましては、施行日を公布の日とし、改正後の条例の規定は令和５年４月１日

から適用するものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

 小比類巻委員。 

小比類巻（雅）委員：関連みたいになるかもしれないけれども、介護保険料というのは三

沢はどのぐらいの位置で……。三沢はなんか高いと言われるのだけれども、県内では今ど

のぐらいの平均値なのですか。 

下山委員長：介護福祉課課長補佐。 
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中居介護福祉課課長補佐：三沢市の介護保険料なのですけれども、県内では５番目の真ん

中、ちょうど５番目に低いと言ったらいいのでしょうか。ちょうど真ん中ですね。今、月

額６,７００円となっていまして、五所川原市と同額で５番目となっております、１０市

の中では。１０市の中で５番目です。 

下山委員長：小比類巻委員。 

小比類巻（雅）委員：高いわけでも……、真ん中だって……。その辺、市民の人たちが三

沢市は介護保険料が高い高いと言って、でも、真ん中ということはもう少し頑張って、少

し安く、低いほうに下げられるように努力してもらいたいのだけれども、そういうのは保

険料というのはどういう算定で決めるの。 

下山委員長：介護福祉課課長補佐。 

中居介護福祉課課長補佐：介護保険料の金額なのですけれども、青森県の平均ですと６,

６７２円です。ですので、三沢市の介護保険料が高いというわけではございません。 

 この介護保険料の決定なのですけれども、介護保険全体の介護給付費、サービス費の総

額を介護保険者、第１号保険者６５歳以上の被保険者で割り返して、あとは、いろいろな

もろもろの国で決められた係数を掛けまして、介護保険料というのが出てきます。ですの

で必然的に介護保険料のサービス料が、給付額が上がると、本来であれば、介護保険料と

いうのは人数割ですので、だんだんと上がっていくという形にはなっていくのですけれど

も、各市町村においてはそこら辺を、基金を投入したり、そこら辺でなかなか調整してい

るという形でございます。 

下山委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第４０号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４０号三沢市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４１号三沢市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第４１号三沢市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について御

説明申し上げます。 

この議案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、急速充電設備の位置、構造及び
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管理の基準の細目等を改めるため提案するものであります。 

議案書の３６ページを御覧いただきたいと思います。 

第１１条の２の改正は、本条例で用いる急速充電設備の定義として、充電対象に船舶及

び航空機等を加えるとともに、近年設置が見られる充電設備本体と充電ポストが分離した

タイプの設備等を加えることに伴い、同設備の位置、構造及び管理の基準の細目を改める

ものであります。 

次に、３７ページの第２３条の改正は、消防長が指定する場所に、禁煙、火気厳禁、喫

煙所の標識を設ける場合に、併せて設ける図記号の規定等を改めるものであります。 

附則第１項につきましては、施行日を令和５年１０月１日とするものであります。 

附則第２項から附則第４項までにつきましては、現に設置されている急速充電設備の基

準及び標識について、経過措置を設けるものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第４１号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４１号三沢市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４２号財産の取得についてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第４２号財産の取得について御説明申し上げます。 

この議案は、水槽付消防ポンプ自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき提案するものであります。 

議案書の４０ページを御覧いただきたいと思います。 

取得の目的は、整備後２４年経過した現車両を更新整備することにより、消防活動に万

全を期するものであります。契約の方法は一般競争入札。取得金額は８,５３６万円。契

約の相手方は、青森市栄町１丁目１２番１号、有限会社丸栄消機であります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第４２号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４２号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

次に、議案第４３号財産の取得についてを議題といたします。 

当局の説明を願います。 

総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第４３号財産の取得について御説明申し上げます。 

この議案は、消防ポンプ自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条の規定に基づき提案するものであります。 

議案書の４２ページを御覧いただきたいと思います。 

取得の目的は、整備後２８年経過した現車両を更新整備することにより、消防活動に万

全を期するものであります。契約の方法は一般競争入札。取得金額は２,６７３万円。契

約の相手方は、青森市栄町１丁目１２番１号、有限会社丸栄消機であります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

下山委員長：それでは、質疑を行います。 

 小比類巻委員。 

小比類巻（孝）委員：承認してからのほうが答えやすいかなと思いまして、さっきの４２

号と４３号、ポンプ車ですね。それぞれのポンプ車はどこに導入される、どこの場所のポ

ンプ車が入替えになるのか。ちょっと、その設置場所を教えてください。 

下山委員長：消防本部総務課課長補佐。 

馬場消防本部総務課課長補佐：質問にお答えします。 

消防ポンプ自動車は、第三分団、大津に配備になります。水槽付ポンプ自動車は、５号

車で古間木出張所に配備になります。 

以上です。 

下山委員長：小比類巻委員。 

小比類巻（孝）委員：先ほど、最後の説明にもあったのですけれども、２８年近く使った

やつを入れ替えると。今言われたように分署ですと、どうなのでしょう。あまりそういう

整備とかも、本署に比べるとなかなか行き届かないのではないかなと思うのですけれど

も、やはりこれからそういう分署ですとか、入替え計画というのは、これからも結構ある

ものなのでしょうか。要は、今のポンプ車の全体的な老朽化に伴う計画があれば教えてく

ださい。 

下山委員長：消防本部総務課課長補佐。 

馬場消防本部総務課課長補佐：質問にお答えします。当消防本部では、消防車両は２０年

をめどに更新計画を立てておりまして、それを毎年見直して、計画を立てているところで



- 15 - 

ございます。 

 以上です。 

下山委員長：ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：質疑を終結します。 

討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：討論を終結します。 

採決します。 

議案第４３号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

下山委員長：御異議なしと認めます。 

よって、議案第４３号財産の取得については、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

以上で本委員会に付託された議案の審査は、全て終了いたしました。 

これをもって、条例等審査特別委員会を閉会いたします。 

午前１０時５１分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   下 山 光 義   


